
 

 

手続きの流れ 

図Ⅰ-1 生産緑地地区指定手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口での相談 

・生産緑地地区の指定に関する相談カードの記入 

・生産緑地制度の説明（説明後、コピーをお渡し） 

（年内指定のための相談受付締切りは 5 月末） 

都市計画課にて調査 

・区域の確認 

・現場確認 

関係課 意見照会 

・資産税課 ・農業振興課 

・農業委員会事務局 

関係課からの回答後、都市計画課にて 

総合的に指定可否を判断 

指定可否について 

相談者へ結果連絡（電話） 

指定同意書 

（税務署の抵当権がある場合は、都市

計画の指定についての同意書）及び 

営農計画概要書の提出※１ 

（年内指定のための書類 

提出期限は 6 月末）※2 

（指定不可の場合） 

相談者による改善 

指定可 指定不可 

都市計画変更手続き 

（都市計画審議会） 

所有者へのお知らせ 

【様式Ⅰ-1】 

【様式Ⅰ-2】 

【様式Ⅰ-4】 

生産緑地地区指定の告示 

（11～12 月頃） 

【様式Ⅰ-3】 
 

※１その他添付図書については次頁参照 

申請者に関係する手続き 

※2 生産緑地地区の都市計画変更手続きに 

   ついては、市域内の案件全てを一括して 

進めていくものです。指定同意書の提出 

後の内容変更や取り下げはできません。 



 

 

必要図書 

指定における必要図書 

様式Ⅰ－2 
生産緑地地区の指定同意書 

（当該地に係る権利者全員の実印） 
□ 

－ 位置図 1/2500 ※本市で発行可能 □ 

－ 区域図 1/500  ※本市で発行可能 □ 

－ 印鑑証明書（権利者全員  3 ヶ月以内発行の原本） □ 

様式Ⅰ－3 
生産緑地地区に関する都市計画の指定についての同意書 

※税務署の抵当権がある場合 
□ 

様式Ⅰ－4 生産緑地地区の指定に係る営農計画概要書 □ 

 

 

 

 

 

 

 

 


